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消火栓や防火水槽付近への駐車は
禁止されています
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　皆さん、消防隊が消火に使用する水は、消火活動中に
どうやって補給しているか知っていますか？池や川の水
を吸い上げて補給することもありますが、多くの場合は
道路脇や歩道上に設けられた消火栓や防火水槽を使用し
補給しています。
　しかし、消火栓や防火水槽付近の駐車車両により（下
の写真）、水が補給できず消火活動に支障をきたすこと
があります。

　消火栓や防火水槽付近に駐車することは法律において
も禁止されていますので、絶対に駐車しないでください。

消火栓の上に車が止まっているため、消防自動車が消火
栓を使用することができません。

消火栓は、消防自動車が吸水しやすいように、道路脇や
歩道上に設置されています。消火栓など、消防水利周辺
への駐車はやめましょう。


